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※ 65 歳未満の人とは昭和 33 年１月２日以降に生まれた人です。
※フローチャートに当てはまらない場合もあります。不明な点は問い合わせください。  
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・収入なし
　　又は
・非課税収入（遺族年金、障害
　年金、失業給付金など）のみ

・別居家族の税法上の扶養になっている
・税法上の扶養になっていない

・公的年金収入が 400 万円を超える
・公的年金収入以外の所得（個人年金等も含む）が 20 万円を超える

・次の 2 つの合計金額が 20 万円以下である
　①年末調整をしていない給与の収入金額
　②給与所得以外の所得金額

・公的年金収入が 400 万円以下で、他の所得（個人年金等も含む）が 20
万円以下である

・公的年金収入のみで、148 万円（65 歳未満の人は 98 万円）以下
　である

・1 か所からの給与収入のみで、年末調整時の内容に変更がない
・給与収入のみで、93 万円以下である

・所得金額より控除額が多い

・所得金額より控除額が少ない

農業、営業、不動産、雑・一時
所得などがある

・年末調整の内容に変更がある
・年末調整をしていない
・給与収入が 2,000 万円を超える
・次の 2 つの合計金額が 20 万円を超える
　①年末調整をしていない給与の収入金額
　②給与所得以外の所得金額

・公的年金収入のみで、148万円（65歳未満の人は98万円）を超える

・同居家族の税法上の扶養になっている

注
目
情
報
　
税
の
申
告
受
付
が
始
ま
り
ま
す

税の申告区分をチェック！ 問税務課市民税担当　TEL 71・3111

２月６日（月）から３月15日（水）まで令和４年中の所得等に関わる市県民税・所得税の申告受付を行います。
次のフローチャートを参考に申告が必要かご確認ください。日程や会場等は裏表紙をご確認ください。

判定結果

申込方法

申
告
区
分

① ② ③ ④ ⑤

市県民税申告及び確定申告
は不要です

市県民税申告が必要です
（確定申告は不要） 確定申告が必要です

所得控除（社会保険料控除、
生命保険料控除、医療費控除
等）を変更・追加したい場合
は市県民税申告が必要です

国民健康保険及び後期高齢者
医療保険の加入者は市県民税
申告が必要です（保険税（料）
算定のため）

営業・農業等による収入がある場合は
右のフローチャートを参考に、申告方法
をご確認ください。事業所得の場合は収
支内訳書を事前に作成してください。

事業所得・雑所得の判定

申告時の持ち物

申告区分フローチャート

会場の混雑が予想されます！ご自宅等からの申告にご協力を！

●事業所得（農業・営業等）
収支内訳書を作成してください。

●雑所得
収支内訳書の作成は不要です。収入と

経費の金額が分かるようにしてください。
※赤字の場合には申告不要の場合があります。

他の所得との損益通算はできません。

はい いいえ

出荷や販売をしている

取引を繰り返し継続して行っている

取引を記録した帳簿を作っている

収入金額が 300 万円以内

給与 ・ 年金等主な収入に対してその

割合が１０％以内

雑所得

事業所得 （農業 ・ 営業等）

雑所得

対象項目 持ち物・必要書類

申告者全員
マイナンバーカード（もしくはマイナ
ンバーが確認できる書類と本人確認書
類）、振込先口座の分かるもの

確定申告をする人
利用者識別番号（ID）の分かる書類
※利用者識別番号は、当日会場でも取
得できます。

該
当
す
る
人
の
み
（
収
入
・
控
除
の
項
目
）

給与・年金所得 源泉徴収票

事業（農業・営業）所得
収支内訳書（作成済みのもの）

不動産所得

一時所得・雑所得 収入および経費が分かる書類

社会保険料控除 社会保険料控除証明書、社会保険料の
領収書

医療費控除

医療費控除の明細書（作成済みのもの）、
おむつ使用証明書

セルフメディケーション税制の明細書
（作成済みのもの）

生命保険料控除
支払保険料の控除証明書

地震保険料控除

障害者控除 障害者手帳・療育手帳、障害者控除対
象者認定書

住宅借入金等特別控除 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、
年末残高等証明書

寄付金控除 寄付金の受領書など（ふるさと納税ワン
ストップ特例制度を申請した人も必要）

●必要書類・各種証明書は原本をお持ちください。　
●事前に書類を作成してお持ちください。

医療費控除：「医療費控除の明細書」（医療費控除の特例を
選択した場合は「セルフメディケーション税制の明細書」）
事業（農業、営業）所得、不動産所得：「収支内訳書」

●申告用紙は申告会場・税務課・各支所で入手できます。

マイナンバー（個人番号）をお持ちください

市県民税申告書、確定申告書の提出の際にはマイナンバー
（個人番号）の記載とともに、本人確認書類の提示が必要です。
①もしくは②を必ず持参してください。
①マイナンバーカード
②マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類（運転免許

証、障害者手帳、旅券など）

e-Tax、スマホ申告、郵送での申告をご利用ください。
●所得税の確定申告

国税庁Ｈ
ホームページ

Ｐ「確定申告書作成コーナー」で作成できます。e-Tax で確定申告書を提出する場合、
一部書類の提出が不要になる上、書面提出より還付金を早く受け取ることができます。
○マイナンバーカードと対応スマホ（または IC カードリーダライタ）を使って e-Tax で申告
○税務署で利用者識別番号（ID）と暗証番号（パスワード）を取得して e-Tax で申告
○作成した確定申告書を郵送または投函箱に投函

●市県民税申告
市県民税申告書は、申告会場・税務課・各支所または市ＨＰから入手できます。
作成した市県民税申告書を郵送または投函箱に投函してください。

≪投函箱設置場所≫申告会場・税務課・各支所
≪郵送先≫確定申告書　〒 390-8710　松本市城西 2-1-20　松本税務署宛

市県民税申告書　〒 399-8281（住所不要）　安曇野市役所税務課市民税担当宛

●松本税務署での申告相談　　
日 程　１月 23 日（月）～３月 15 日（水）　【受付時間】午前８時 30 分～午後４時（相談開始：午前９時から）
　　　※土日・祝日を除く。状況に応じ、午後４時前でも受付を終了することがあります。
　　　　スマホをお持ちの方は会場において、基本的にスマホを利用して申告書を作成していただきます。
確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要です
■配付方法①当日会場で配付
■配付方法②国税庁 LINE 公式アカウントから事前発行　 国税庁 LINE

公式アカウント
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